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お話の前に・・・

「障害」と「障がい」という表記について

「障害者」「障害」ー法令名・政策名

⇔同志社大学での表記
「障がい者」（2003年～）、「障がい」（2014年～）

本日の話では、
・法令、政策の話がたくさん出てくること
・障害の「社会モデル」を踏まえ、近年は、「障害」の表記に

戻ってきていること
を踏まえ、「固有名詞」を除き、「障害」の表記で統一します。



わたしが両手をひろげても、
お空はちっともとべないが、
とべる小鳥はわたしのように、
地面（じべた）をはやくは走れない。

わたしがからだをゆすっても、
きれいな音はでないけど、
あの鳴るすずはわたしのように
たくさんのうたは知らないよ。

すずと、小鳥と、それからわたし、
みんなちがって、みんないい。

（金子みすゞ「私と小鳥と鈴と」）

１ はじめに



２ 障害者差別解消法における「社会的障壁の除去」
（１）障害者権利条約と国内法の整備
①障害者権利条約採択までの動き

1975年 国連 障害者の権利に関する宣言
1981年 国連 国際障害者年
1982年 国連   障害者に対する世界行動計画 「国連障害者の十年」(1983～93）

1993年 国連 障害者の機会均等化に関する基準規則

2001年 国連 障害者の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な

    国際条約に関する決議案採択   
2002年 国連 障害者権利条約を検討するためのアドホック委員会設置

2006年 国連 障害者権利条約採択（2008年発効）
（参考） 外務省HP 障害者の権利に関する条約

2007年   日本 障害者権利条約署名 条約締結に向けた国内法制の整備へ

Nothing About Us 
Without Us！



②条約締結に向けた国内法制の整備

1999年 民法改正（禁治産制度→成年後見制度）
2000年 同志社大学 障害学生支援制度開始
2004年 発達障害者支援法
2006年 国連 障害者権利条約採択

  バリアフリー法制定、特殊教育から特別支援教育へ転換
2009年 同志社大学 学生支援センターに「障がい学生支援室」設置
2011年 障害者基本法（1993年）改正
2012年 障害者総合支援法（←2006年障害者自立支援法）制定
2013年 障害者差別解消法制定（2016年施行）

障害者雇用促進法改正(2016年施行）
  公職選挙法改正(成年被後見人の選挙権・被選挙権）

同志社大学 カウンセリングセンターに「特別支援オフィス」設置

2014年   日本 障害者権利条約締結



③「障害（者）」「差別」概念の変化～障害者基本法改正

2011年改正前の障害者基本法２条
障害者＝心身の機能障害による活動の制限を受ける者

2011年改正後の障害者基本法２条
障害者（とは）身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その

他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であつて、
障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を
受ける状態にあるもの －心身の機能障害＋社会的障壁による活動の制限

「社会モデル」としての障害

障害は、個人の心身の機能障害と社会的障壁
との相互作用によって生み出される



『令和5年障害者白書』（内閣府）より

https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/r05hakusho/zenbun/index-w.html


2011年改正前の障害者基本法 ４条１項
何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を
侵害する行為をしてはならない。

2011年改正後の障害者基本法 ４条２項の追加
社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施
に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反する
こととならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければな
らない。 －「合理的配慮の不提供」という差別

「合理的配慮がないことは差別」と明記 令和5年版障害者白書（TBS NEWS DIG)

「同じものを同じに扱わない」差別に加え、
「違うものを同じに扱う」差別も

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/551848?display=1


The Interaction Institute for Social Change Illustrating Equality VS Equity より

平等な機会を保障するための「調整」が必要。

→障害者差別解消法の「合理的配慮（reasonable accommodation)」

https://interactioninstitute.org/illustrating-equality-vs-equity/


国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に
関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。（3条）
国民は、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。（4条）

行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関

する環境整備等に「努めなければならない」。（5条） 事前的改善措置

行政機関等及び事業者は、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取り扱いを
することにより、障害者の権利利益を「侵害してはならない」。（7条1項・8条1項）

行政機関等及び事業者は、その事業等を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去
を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でない
ときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び
障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を

「しなければならない」。（7条2項・改正8条2項） 合理的配慮の提供

（2）障害者差別解消法の概要（2013年制定、2021年改正→2024年施行）



事前的改善措置（５条） －対象は不特定多数
社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、
自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修
その他の必要な環境の整備

(例）施設等のバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化

合理的配慮の提供（7条2項、8条2項）－対象は意思表明をした障害者
社会的障壁の除去に必要かつ合理的な配慮

「社会的障壁」：障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となる
  ような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの。

「合理的配慮（reasonable accommodation) 」
 →一方的な配慮・支援の提供ではなく、双方向的な環境調整

不当な差別的取扱いの禁止（7条1項、8条1項）
合理的配慮の不提供も、不当な差別的取扱い（障害者基本法4条2項）



障害者差別解消法の対象となる障害者は、
身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能
の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であって、
障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な
制限を受ける状態にあるもの

【参考】障害者概数（令和5年 障害者白書）
厚生労働省による「生活のしづらさなどに関する調査（全国在宅障害児・者等実態調査）」、「社会
福祉施設等調査」又は「患者調査」から推計した数

身体障害者 436万人 （人口1000人あたり34人）
知的障害者 109万４000人（人口1000人あたり9人）
精神障害者 614万８000人（人口1000人あたり49人） 国民の9.2％に

何らかの障害

https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/r05hakusho/zenbun/index-w.html


障害者差別解消法の対象分野は、
教育、医療、福祉など、日常生活及び社会生活全般に係る分野。
障害者差別解消法は、すべての分野に共通の枠組み。
→「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」

「関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に
関する対応指針」
（例）文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の

推進に関する対応指針（文部科学省）
（大学等）障害のある学生の修学支援に関する検討会

医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消
するための措置に関する対応指針（厚生労働省）
国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に
関する対応指針（国土交通省） 等

ただし、雇用分野での差別禁止・合理的配慮の提供については、
             障害者雇用促進法に2013年改正（2016年施行）で規定。

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/r05/pdf/honbun.pdf
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/taioshishin.html
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/taioshishin.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1364725.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/123/index.html
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sabetsu_kaisho/index.html
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000063.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/03.html


不特定多数に対する事前的改善措置

典型的な体型（ＳＭＬ）を想定し、あらかじめ
いくつかのサイズを用意

→バリアフリー（例）車いす利用者用のスロープ
      視覚障害者用の点字表示

多くの人が着られるようなフリーサイズ
を用意 →ユニバーサルデザイン
           （例）エレベーター

           音声アナウンス・字幕

特定の人の「体型」に合わせた
サイズ調整

特定のニーズに合わせた合理的配慮
（例）特定の人のための手話通訳

特定の人のための字幕

既製服でたとえると・・・

事前的改善措置を充実させておくと、
個別対応（合理的配慮の提供）が減る。



事業者は、その事業を行うに当たり、
障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の
表明があった場合において、
その実施に伴う負担が過重でないときは、
障害者の権利利益を侵害することとならないよう、
当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、
社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしな
ければならない。

事業者とは、「商業その他の事業を行う者」（2条7号）
↓

「商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の
営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等
を反復継続する意思をもって行う者」
個人事業主やボランティア活動をするグループなども含む。

（３）事業者による合理的配慮の提供義務（改正8条2項）



合理的配慮の提供について
・義務を負うのは、事業者。

実際に行うのは事業者の従業員でも「事業者」としての判断が必要。

・障害者から意思表明があったときに提供。 ⇔事前的改善措置

・配慮内容は、事業の実施に伴い、その本質を変更しないもの。
→事業と直接関係しないものは提供できない。

事業者にとって、配慮提供に伴う負担が過重でないもの。
当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じたもの。

→当該障害者のニーズを把握することが必要。
障害者側の要請のみによって決まるわけではないが、
事業者側で一方的に決めることもできない。ー建設的対話

障害のない者と等しく活動する機会を保障するためのもの。



合理的配慮の提供の「あるある」

「聴覚障害学生サポートブック―18歳から
学ぶ合理的配慮―」（国立大学法人筑波
技術大学・2018年）より。

「よかれと思って」
・「できない」という思い込み
・「危ない」という思い込み
・「この障害ならこの支援」

という思い込み
ズレ

「本人の意向・ニーズ」
「障害のない者と等しく」

親切・配慮・支援ではなく、
等しく参加するための「調整」

https://www.pepnet-j.org/support_contents/textbook/20180331supportbook
https://www.pepnet-j.org/support_contents/textbook/20180331supportbook


３ 「みんなちがって、みんないい」への挑戦～障害学生支援を例に
（１）大学における障害のある学生の在籍数

2022年度
49,672人

調査対象となった大学の
在籍学生数は

3,246,852人

（参考）同志社大学
配慮対象学生 344人
在籍学生数

26166人（学部）
  1536人（大学院）



（２）同志社大学における障害学生支援
①同志社大学における障害学生支援制度とその見直し

スチューデントダイバーシティ・アクセシビリティ支援室の沿革（SDA室HP）

1949年 大学入試での点字受験対応（日本の大学では初）
1975年 教務課に非常勤の点訳・墨訳担当者を配置

  試験問題の点訳を開始(1984年度より語学テキストの点訳も）
1982年 大学長の諮問機関として「障害者問題委員会」設置。

  施設のバリアフリー化に着手。
1991年 図書館（今出川校地）内に点字室を設置。
1992年 教務課（今出川校地）に常勤の点訳・墨訳担当者を配置
2000年 障がい学生支援制度、障がい学生支援窓口設置。
2004年 発達障害者支援法（2005年施行）
2006年 国連 障害者権利条約
2009年 障がい学生支援室（学生支援センター）
2013年 障害者差別解消法（2016年施行）→2021年改正（2024年施行）

  特別支援オフィス（カウンセリングセンター）ー精神・発達障害に対応

https://challenged.doshisha.ac.jp/overview/history.html


見直しのポイント

・義務を負うのは、事業者＝大学
実際に行うのは教職員でも「事業者」として判断が必要。

→（障害種別、所属学部、担当者の意向に関係なく）
全学統一の方針での配慮提供。
 身体障害、精神・発達障害につき、同一手続・同一形式で配慮提供。

・対象は、授業のほか、施設利用、研修会参加、課外活動等、学生としてのすべての活動。

・配慮内容は、 事業の実施に伴い、その本質を変更しないもの。
障害のない者と等しく活動する機会を保障するためのもの

→授業では、授業の本質を変更しない「調整」にとどまる。
障害のない学生との「均衡」

事業者にとって、配慮提供に伴う負担が過重でないもの。
当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じたもの。

→当該障害者のニーズを把握することが必要。
授業では、授業担当者の意向も考慮する必要がある。

ー支援室・学部を通した建設的対話

個人の
「好意」

による支援から

組織の
「義務」

としての支援へ



1949年 大学入試での点字受験対応（日本の大学では初）
1975年 教務課に非常勤の点訳・墨訳担当者を配置

  試験問題の点訳を開始(1984年度より語学テキストの点訳も）
1982年 大学長の諮問機関として「障害者問題委員会」設置。

  施設のバリアフリー化に着手。
1991年 図書館（今出川校地）内に点字室を設置。
1992年 教務課（今出川校地）に常勤の点訳・墨訳担当者を配置
2000年 障がい学生支援制度、障がい学生支援窓口設置。
2004年 発達障害者支援法（2005年施行）
2006年 国連 障害者権利条約
2009年 障がい学生支援室（学生支援センター）
2013年 障害者差別解消法（2016年施行）→2021年改正（2024年施行）

  特別支援オフィス（カウンセリングセンター）ー精神・発達障害に対応
2017年 「障がい学生支援調整委員会」制度
2018年 「授業における合理的配慮の内容決定」手続
2021年  スチューデントダイバーシティ・アクセシビリティ支援室（SDA室）
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• 現在（大学・学生間の合意）• 2017年（一方的配慮依頼）

カウンセリングセンター
（特別支援オフィス）

障がい学生支援室

相談・面談
配慮申請

所属学部・研究科（長）

配慮依頼

配慮依頼

配慮提供

SDA（スチューデントダイバーシ
ティ・アクセシビリティ支援）室

相談・面談
配慮申請

配慮提案

大学（所属学部・研究科（長））

配慮依頼・科目担当者
からの承諾の取り付け

大学の
配慮義務の
履行としての
配慮提供

学生 学生

科目担当者（専任・嘱託） 科目担当者（専任・嘱託）

合意

配慮依頼に
応じるかどうかは
教員の裁量

（学生の）
代弁者

仲介者
アドバイザー

「授業における合理的配慮の内容決定」手続（2018年～）



SDA（スチューデントダイバーシティ・
アクセシビリティ支援）室

大学（所属学部・研究科（長））

建設的対話 建設的対話

配慮申請
（意思表明）

合理的配慮に関する合意

配慮提案（見直し提案を含む）

学生等

教職員

雇用契約

合意または委員会によって決定された合理的配慮の提供

合意不成立

障がい学生支援調整委員会

「障がい学生支援調整委員会」制度（2017年～）



②同志社大学での障害学生支援

きくことが
難しい

手書き
することが

難しい
見ること
が難しい

移動が
難しい

記憶する
ことが
難しい

話すこと
が難しい

ＰＣ等の
操作が
難しい

教室での
受講が
難しい



②同志社大学での障害学生支援

きくことが
難しい

手書き
することが

難しい
見ること
が難しい

移動が
難しい

記憶する
ことが
難しい

話すこと
が難しい

ＰＣ等の
操作が
難しい

ＰＣ通訳
手話
筆談
字幕

代筆
ＰＣ使用の

許可

点訳
音声読み

上げ

手話
筆談
代読

代理
タイピング
代理操作

移動介助録音録画
の許可

教室での
受講が
難しい

配布資料
の

提供



ＰＣ通訳・ノートテイク等。

ＰＣ通訳では2名のスタッフが
連携して入力。

例外的に、授業中に見せる動画の字幕は
担当教員から、事前に動画提供を受け、
授業時間外に、スタッフが字幕作成。

………………
………

きくことが難しい学生への支援



2人で
連携して入力



みることが難しい学生への支援

文書等をテキスト形式に転換。→点字端末で音声や点字に。





この部分が「点字」表示に。
漢字かな交じりで1回15～20字。

この部分で入力。
（点字）

点字端末
エクストラ ブレイルセンス６

https://www.extra.co.jp/sense/bs6.html


（３）「みんなちがって、みんないい」への挑戦

①同志社バリアフリープロジェクトから、「誰アク」PJいろいろへ



障害のある人のアクセシビリティ保障から

障害のある人を含む
すべての人のアクセシビリティ保障へ



「誰アク」PJいろいろ

https://dareaku.jimdosite.com/


②「誰アク」プロジェクトいろいろの出発点

「アクセシビリティ」の問題は、

障害のある人だけではなく

  あらゆる人に生じる。

特定の人への「個別対応」より

不特定多数への「







もし、授業の情報がいろんな方法で提供され

受講者側で「学び」の形を選べたら、

もっと参加しやすくなる人がいる。

→「リアル空間」でのオンライン併用

音声

オン
ライン

対面

デジ
タル

文字

紙



③オンライン併用による「社会的障壁の除去」

遠隔サポートシステム サポートする側と受ける側が同一空間にいない。

電話リレーサービス

   電話リレーサービス（日本財団）

遠隔手話通訳サービス

遠隔手話サービス

（京都聴覚言語障害者福祉協会）

https://nftrs.or.jp/
https://www.kyoto-chogen.or.jp/remotesignlanguage/
https://www.kyoto-chogen.or.jp/remotesignlanguage/


通常のPC通訳・PCテイク
PC入力する者が同じ空間に。

ウェブベース遠隔文字通訳システムcaptiOnline

オンラインを使った遠隔PC通訳／PCテイク
  離れた場所からサポート。→コロナ禍、災害時に活用。

………………
………

PC入力

授業

PC入力

受講生

https://www.pepnet-j.org/contents/archives/1340


・機器によるサポート

字幕表示システム（京セラ・Cotopat）

ことばが見える、ぱっと伝わるCotopat（KYOCERA）

電子メモパッド ブギーボード

従来の窓口対応

筆談

https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/products/ict-service/communication/cotopat/
https://kingjim.com/collections/brand-boogieboard/products/bb-17


音声認識・入力ソフト

UDトーク

https://udtalk.jp/


・アバターによる参加

「リアル空間」にアバターを派遣する

分身ロボットＯriHime

吉藤オリィ（分身ロボット開発者） 2023年8月21日 FB投稿

https://orihime.orylab.com/


・バーチャル空間

バーチャル空間で

アバター同士の交流。

バーチャル空間  oVice

https://www.ovice.com/ja




・ありたい自分であるためのアバター

姿、名前を選んで参加する。



違うものとつきあうのは、同じものとつきあうのに比べて、めんどうなのだ。
そのめんどくささが、違うものばかりの中で同じものを探させ、
集まらせ（細分化）、その居心地の良さの中に踏みとどまることで、
違いを理解できないものにしていく（分断）。
「配慮ある多様性（Inclusive Diversity）に向けて 2020年の幕開けに思う」（湯浅 誠) より

４ おわりに

めんどくささは、「理解を得る」だけでは解消できない。

めんどくささを肯定し、軽減するための「仕組み」と「工夫」。

→一部の人の「善意」「心意気」に頼らない仕組み。

負担に見合う報酬、仕事の分担、ICTの活用、ノウハウ・機器の共有

できるだけ、「限られた人のための特別なもの」にしない工夫。

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/9d5b5234361e61910dfe8f9a254b716c9dfff466


音声⇔文字を選べると、便利。

     ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック

文章＋図があれば、わかりやすい。

ユニバーサルデザイン書体なら、読みやすい。

  UD書体（モリサワ）

やさしい日本語なら、わかりやすい。

 

在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン

対面⇔オンラインを選べると、便利。

できるだけ段差がないほうが、便利。

・・・・・・・

明治安田こころの健康財団
コミュニケーション支援ボード

https://www.digital.go.jp/resources/introduction-to-web-accessibility-guidebook
https://www.morisawa.co.jp/fonts/udfont/
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/92484001.html
https://www.my-kokoro.jp/communication-board/
https://www.my-kokoro.jp/communication-board/


いつでも資料にアクセスできれば、便利。

情報が一元化されていると、便利。

何をすべきかの見通しが立つと、安心。

→いかに少ない「負担」で実現するか。

同志社大学 e-class

新入生向けやることリスト



「みんなちがって みんないい」を実現するには・・・

  できるだけ、イライラ、モヤモヤを減らす

   ・「理解」「やさしさ」「熱意」の問題として片づけず、
誰もが大きな負担なく配慮提供ができる仕組みを作る。

      ・ユニバーサルデザイン化で、個別対応を減らす
支援する人の「＋α」感（わざわざ、この人だけのためだけ）を減らす

→授業・業務の「かくあるべき」の見直しにもつながる

支援を受けない人の不公平感を減らす

支援を受ける人の「ありがとうの借金」を減らす（オリィ吉藤）

ダイバーシティにともなうワクワク感を忘れない



「みんなちがって みんないい」への挑戦

～民間事業者における合理的配慮の義務化に関連して

同志社大学法学部 梶山 玉香

２０２３年度 政法講座

本スライドは、ＵＤフォントを使用しています。
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